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議案第９号

（総　則）

第１条　平成３１年度名取市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 31,060 戸

(2) 9,293,711 ㎥

(3) 25,393 ㎥

(4)

(ｱ) 160,512 千円

(ｲ) 892,790 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款 2,693,728 千円

第１項 2,391,197 千円

第２項 302,528 千円

第３項 3 千円

第１款 2,129,775 千円

第１項 2,049,962 千円

第２項 37,800 千円

第３項 32,013 千円

第４項 10,000 千円

水 道 事 業 費 用

特 別 損 失

予 備 費

平成３１年度名取市水道事業会計予算

収　                  入

支 　                 出

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

給 水 戸 数

年 間 総 給 水 量

１ 日 平 均 給 水 量

水 道 事 業 収 益

主な建設改良事業

改 良 事 業

拡 張 事 業

営 業 費 用

営 業 外 費 用
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（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的　

　支出額に対し不足する額 715,398千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

　調整額 51,273千円、減債積立金 117,997千円、建設改良積立金 546,128千円で補てん

　するものとする。）。

第１款 542,204 千円

第１項 1 千円

第２項 93,177 千円

第３項 24,000 千円

第４項 1 千円

第５項 1 千円

第６項 384,069 千円

第７項 40,955 千円

第１款 1,257,602 千円

第１項 1,127,405 千円

第２項 117,997 千円

第３項 2,200 千円

第４項 10,000 千円

（一時借入金）

第５条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用、第３項特別損失に

　係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し

　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければな

　らない。

(1) 154,327 千円

(2) 30 千円

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

予 備 費

負 担 金

企 業 債 償 還 金

職 員 給 与 費

交 際 費

建 設 改 良 費

開 発 負 担 金

固 定 資 産 売 却 代 金

他 会 計 出 資 金

支　                  出

補 助 金

他 会 計 補 助 金

企 業 債

収　                  入

返 還 金
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（他会計からの補助金）

第８条　災害復旧及び児童手当経費負担等のため、名取市一般会計からこの会計へ受け

　入れる金額は 41,895千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条　たな卸資産購入限度額は 27,995千円と定める。

平成３１年２月２０日提出

名取市長 　山田　司郎
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議案第１０号

（総　則）

（業務の予定量）

（農業集落排水事業）

人 854 人

千㎥ 83 千㎥

㎥／日 227 ㎥／日

　　　(ｱ)公共下水道事業 管渠建設事業 千円

ポンプ場建設事業 千円

流域下水道事業 千円

（収益的収入及び支出）

　　第１款 千円

千円

千円

千円

　　第２款 千円

千円
千円

千円

千円

　　第１款 千円

千円

千円

千円

千円

　　第２款 千円

千円

千円

千円

千円

千円

平成３１年度名取市下水道事業等会計予算

（公共下水道事業）

(1)処理区域内人口 72,400

(2)年間総処理水量 8,024

第２項 営 業 外 収 益 904,533

収　　　　　　　　　入

公共下水道事業収益 2,630,356

　第１条　平成３１年度名取市下水道事業等会計の予算は、次に定めるところによる。

　第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(3)１日平均処理水量 21,983

(4)主な建設改良事業
1,238,899

16,250

32,071

　第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第３項 特 別 利 益 2

第１項 営 業 収 益 1,725,821

第３項 特 別 利 益 2

収入合計 2,691,967

支　　　　　　　　　出

農業集落排水事業収益 61,611

第１項 営 業 収 益 12,581

第２項 営 業 外 収 益 49,028

第３項 特 別 損 失 2

第４項 予 備 費 500

公共下水道事業費用 2,630,356

第１項 営 業 費 用 2,332,716

第２項 営 業 外 費 用 297,138

農業集落排水事業費用 74,901

第１項 営 業 費 用 64,102

第２項 営 業 外 費 用 10,497

支出合計 2,705,257

第３項 特 別 損 失 2

第４項 予 備 費 300

－ 1 －



（資本的収入及び支出）

　　第１款 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

　　第２款 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

　　第１款 千円

千円

千円

千円

　　第２款 千円

千円

千円

千円

千円

（債務負担行為）

　　出額に対し不足する額970,299千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

　　額 61,978千円、過年度分損益勘定留保資金 778,349千円及び当年度分損益勘定留保資

　　金 129,972千円で補てんするものとする。)。　

　第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

農業集落排水事業資本的収入 40,785

第３項 分担金及び負担金 1

第４項 固定資産売却代金 1

第１項 企業債 0

第２項 補助金 0

公共下水道事業資本的支出 2,980,205

第１項 建設改良費 1,287,220

第２項 企業債償還金 1,692,485

第５項 他会計出資金 40,783

収入合計 2,053,649

支　　　　　　　　　出

第３項 予備費 100

支出合計 3,023,948

事　　項 期　　間 限　度　額

第３項 予備費 500

農業集落排水事業資本的支出 43,743

第２項 企業債償還金 43,643

第１項 建設改良費 0

　第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

水洗便所改造資金
平成32年度から平成36年度まで 78千円

融 資 利 子 補 給

水洗便所改造資金
平成31年度から平成37年度まで 440千円

融資損失補償料

407,576負担金第６項

822,552他会計出資金第５項

2,012,864公共下水道事業資本的収入

収　　　　　　　　　入

第３項 分担金及び負担金 7,210

第４項 固定資産売却代金 1

第１項 企業債 627,600

第２項 補助金 147,925
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（企業債）

（一時借入金）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

　　第１款公共下水道事業費用、第２款農業集落排水事業費用のうち、第１項営業費用、第

　　２項営業外費用、第３項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流

　　用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

　第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

　　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

　　ない。

(1)　職　員　給　与　費

（他会計からの補助金）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

　第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 事 業

15,600 千円

91,630 千円

公共下水道事業 580,000 千円

証書借入
又　　は
証券発行

年5.0%以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件
による。
なお、企業財政の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、もしくは
繰上償還又は低利
に借り換えするこ
とができる。

流域下水道事業 32,000 千円

　第１０条　公共下水道事業及び農業集落排水事業安定のため、名取市一般会計からこの会

　　計へ補助を受ける金額は、284,067千円である。

　第７条　一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

平成３１年２月２０日提出

　　名取市長　山田　司郎
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